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伊佐市農業委員会 6回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 30年 9月 27日（木）午前 9時 02分から 10時 24分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （29人） 

    

    会  長        15番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 10 番委員 1 番推進委員 12 番推進委員

3 番委員 11 番委員 3 番推進委員 13 番推進委員

4 番委員 13 番委員 4 番推進委員 14 番推進委員

5 番委員 5 番推進委員 15 番推進委員

7 番委員 6 番推進委員 16 番推進委員

8 番委員 7 番推進委員 17 番推進委員

9 番委員 8 番推進委員 18 番推進委員

9 番推進委員 19 番推進委員

11 番推進委員 20 番推進委員

     

４．欠席委員  （3人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  １番委員    １３番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）申出」の意見決定  

について 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第６号「非農地証明願」について 

議案第７号「農地付空き家・空き店舗バンクによる下限面積」（地番指定）

について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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   【開始時間  午前９時０２分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

おはようございます。只今より、平成３０年度 第６回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

利用状況調査については、３ケ月間ご苦労さまでした。７月、８月は非

常に暑くて大変だっただろうと思いますが、９月が若干涼しくなって、９

月に集中して調査されたと思います。 

また、１０月からは稲刈りが始まりますので、体に気を付けて活動して

頂ければと思います。 

本日は２番農業委員、１４番農業委員が欠席で、出席人数は１１名で、

規定に達しておりますので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１番農業委員と１３番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告第１号「農地法第１８条第６項

の規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましてご

報告いたします。 

資料の１ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権解約が４件、田３筆、畑４筆で

ありましたのでご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定について議題といたします。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第 1 号、「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見決定の、所有権移転についてご説明いたします。 

２ページをご覧ください。 

番号１番の譲渡人は、伊佐市大口大田に居住されている ＹＴさんで

す。 

譲受人は、伊佐市大口鳥巣に居住されている認定農業者の ＳＫさん３

０歳で、経営面積は田４９，６６２㎡、畑１４，００４㎡、生産牛５１頭

を飼養しています。 

土地の所在地は、伊佐市大口田代字稲荷ノ後２１３４番１外３筆で、地

目は畑、地積は合計３，４１０㎡で、大口高校より北へ約１ｋｍの譲受人

の父の所有する畜舎の隣接に位置し、現況は良く管理された畑でありま

す。 

番号２番については、鹿児島県地域振興公社における農地売買等事業を

利用した所有権移転売買であります。 

譲渡人は、鹿児島市名山町に事務所を置く鹿児島県地域振興公社です。 

譲受人は、伊佐市大口山野に居住されている認定農業者の ＮＫさん３

４歳で、経営面積は田６６，７６１㎡、畑２，２９８㎡、生産牛１０頭を

飼養しています。 

土地の所在地は、伊佐市大口山野字三丸田３９８２番で、地目は田、地

積は１，９２５㎡で、山野小学校より北西へ約７００ｍに位置し、現況は

良く管理された田であります。 

続きまして、経営基盤強化促進法農用地利用集積計画の貸借につきまし

てご説明申し上げます。 

９ページをご覧ください。 

期間は３年から２０年で、面積は田８２,０９５㎡、畑１５，０５９㎡

の計９７,１５４㎡です。利用権を設定する者の数２６名、利用権の設定

を受ける者の数１７名です。 

土地の詳細につきましては、３ページ番号１から８ページ番号３０のと

おりです。 

以上説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について

提案いたします。 

整理番号１番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る９月２１日に現地調査を行いましたの

で、私８番が報告いたします。 

 申請人 ＨＨさんは、伊佐市菱刈新田に居住され、年齢は７１歳です。 

渡し人 ＳＹさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は６３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字島崎２６００番１外３筆で、地目は田、地

積は合計５，２９１㎡と、同じく字島崎２６８０番２で、地目は畑、地積

は２６１㎡、５筆合計５，５５２㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１９，３４４㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

    

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、３番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る９月１７日現地調査を行いましたので、

私３番が報告いたします。 

申請人 ＳＩさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢は７６歳です。 

渡し人 ＴＡさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢は４７歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字井之上１１７２番外２筆で、地目は田、地

積は合計３，２５６㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２３，５６９㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は１名で、通作距離は約０．５ｋｍで、現況は良く管理された農地であ

ります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る９月２２日現地調査を行いましたので、

私１０番が報告をいたします。 

 申請人 ＭＳさんは、伊佐市菱刈川南に居住され、年齢は３７歳です。 

渡し人 ＫＪさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は５１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字池之上３９６８番３外１筆で、地目は田、

地積は合計３,５１５㎡で所有権移転売買です。 

受人の経営面積は、１３５,１９８㎡で、取得可能面積であります。農

業従事者は４名で、通作距離は約１ｋｍで、現況はよく管理された農地で

あります。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号４番、５番については譲受人が同一ですので一括で報告をお願

いします。７番農業委員の報告を求めます。 
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７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る９月１８日に現地調査を行いましたの

で、私７番が報告いたします。 

 申請人 ＨＨさんは、伊佐市大口牛尾に居住され、年齢は８１歳です。 

渡し人 ＭＮさんは、鹿児島市千年二丁目に居住され、市外住民で、年

齢は７５歳です。 

申請地は、伊佐市大口牛尾字屋根添１７６番１で、地目は田、地積は２，

２１０㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２１５，５１７㎡で取得可能面積です。農業従事者は

３名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意

欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

続きまして、整理番号５番につきまして、去る９月１８日に現地調査を

行いましたので、私７番が報告いたします。 

 申請人 ＨＨさんは、伊佐市大口牛尾に居住され、年齢は８１歳です。 

渡し人 ＮＹさんは、伊佐市大口牛尾に居住され、年齢は９２歳です。 

申請地は、伊佐市大口牛尾字西ノ薗９８１番外３筆で、地目は田、地積

は合計４，８３２㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２１５，５１７㎡で取得可能面積です。農業従事者は

３名で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意

欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番、５番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番、５番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号６番について、譲渡人が死亡により取下げです。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数６件について、１件の取下げ、５件の許可が処分決定いた

しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

  

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定について提案いたします。 

整理番号１番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定の整理番号１番について、去る９月２１日、申請人のＹＩさん立会いの

もと、７番推進委員、１９番推進委員、私４番農業委員３名で共同調査を

行いましたので、４番が報告いたします。 

申請人 ＹＩさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は６５歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字狩迫２２８１番、地目は畑、地積は１，６

１１㎡であります。 

所在地は、エスライン九州から東へ約３０ｍに位置し、現況は不耕作地

であり、東側は畑、西側は畑、南側は田、北側は畑で、除外後は太陽光発

電施設を設置しようと計画されています。 

しかしながら、除外後の農地区分は第１種農地、集団性のある１０ｈａ

以上の農地と判断されるため、転用目的である太陽光発電施設としては不

許可相当に該当すると考えられることから、除外は不適当であると判断し

ました。  

添付書類として、農政課からの農用地利用計画書の変更に関わる意見

書、農用地利用計画書、計画変更届書、地籍図、全部事項証明書等が提出

されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において申請地の

除外は不適当と判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願い

しまして、私の報告を終わります。 

 



 9 

議 長 

 

 

 

   

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

４番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、第1種農地であるので不適当ということに賛成

の農業委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並び許可は不適当ということで決定いたし

ました。 

 

整理番号２番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定の整理番号２番について、去る９月２１日、申請人の株式会社ＫのＷ氏、

Ｉ行政書士立会いのもと、１番農業委員、４番推進委員、私７番農業委員

３名で共同調査を行いましたので、７番が報告いたします。 

申請人 株式会社 Ｋさんは、鹿児島市上福元町に所在しています。 

申請地は、伊佐市大口平出水字中野２２６３番１１、地目は畑、地積は

５，５２２㎡であります。 

所在地は、ＪＡ伊佐肥育センターの北へ約１５０ｍに位置し、現況は畑

であり、東側は原野、西側は畑、南側は畑、北側は山林であります。 

用途区分変更目的は農業用施設となっていますが、牛舎４棟及び倉庫１

棟を建築するというものです。周囲の農地の用水路及び排水路は、確保さ

れています。 

申請地は、農用地の外周部に位置しており、用途区分変更することで周

囲の農地に及ぼす影響は軽微であると思われます。 

添付書類として、農用地利用計画書、計画変更届書、地籍図、全部事項

証明書等が提出されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において申請地の

除外は適当と判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして、私の報告を終わります。 

 

７番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並び許可が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定について、申請件数２件について、意見決定１件が不適当、１件が決定

いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

  

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、去る９月２１日、申請人の株式会社ＫのＷ

氏、Ｉ行政書士立会いのもと、１番農業委員、４番推進委員、私７番農業

委員３名で共同調査を行いましたので、７番が報告いたします。 

申請人 株式会社 Ｋさんは、鹿児島市上福元町に所在しています。 

申請地は、伊佐市大口平出水字中野２２６３番１１、地目は畑、地積は

５，５２２㎡で、農地区分は農用地区域内農地であります。 

転用目的は、牛舎及び農業用倉庫であり、周囲に与える影響はないもの

と思われます。 

隣接農地については現状のままで利用し、表面舗装し被害防除計画書に

記載されているので支障はないものと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、被害防除計画書、被害防

除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委任状等が添付さ

れております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして、
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

私の報告を終わります。 

 

７番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号２番について、去る９月２１日、申請人の ＴＫさんの御

主人 ＴＴさん立会いのもと、７番農業委員、４番推進委員、私１番農業

委員３名で共同調査を行いましたので、１番が報告いたします。 

申請人 ＴＫさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は７１歳です。 

申請地は、伊佐市大口山野字堀ノ内５２７７番、地目は田、地積は５４

８㎡で、現状はパイプハウス及び農業用倉庫と倉庫への進入路となってお

り、農地区分は第２種農地であります。 

転用目的は農業用倉庫として使用するとのことです。 

所在地は、山野駐在所の横で道路を挟み約３０ｍに位置し、南側は宅地

及び畑、東側は田、北側は宅地、西側は倉庫で周囲に与える影響はないも

のと思われます。 

南側の農業用倉庫については、平成１０年に許可も得ず建ててしまった

とのことで始末書が添付されています。 

添付書類として、事業計画書、汚廃水処理確約書、被害防除計画書、被

害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書申請書、全部事項証明書、始

末書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして、

私の報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数２件について処分決定２件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

  

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１番について、去る９月２１日、申請人のＳ 株

式会社 ＨのＨさん、Ｋさん立会いのもと、１１番農業委員、１２番推進

委員、私１０番農業委員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報告

いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈前目に所在する Ｓ 株式会社 Ｈ Ｋ長 ＴＡ

さんで、一般法人です。 

譲渡人は、愛知県西加茂郡三好町に居住されている ＭＳさんで、市外

住民です。 

相続人代表が、伊佐市菱刈前目に居住されている ＭＭさんです。 

本申請は、平成３０年１０月１日から平成３１年３月３１日の期間借地

の一時転用で、転用目的は試錐現場（ボーリングイ）として使用となって

おります。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字宮之尻３１７７番２外１筆で、地目は田、

地積は合計１，２７４㎡で、農地区分は農用地区域内農地です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地は、菱刈中学校から東へ約２ｋｍに位置しており、南側、東側

は山林、北側は道路を挟んで空き家、西側は道路を挟んで田であり、周囲

に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、法定添付書類一式、松尾守さんの

相続人同意書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する

誓約書、汚廃水処理確約書、土地賃借契等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番ついて、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号２番について、去る９月２１日、事務局立会いの

もと、２番推進委員、私１３番農業委員２名で共同調査をしましたので、

１３番が報告いたします。 

譲受人は、和歌山県有田郡有田川町に事務所を置く 株式会社 Ｒ 代

表取締役 ＨＴさんで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口田代に居住されている ＨＹさんで、年齢は６１

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており

ます。 

申請地は、伊佐市大口田代字柳ケ谷４９番２５４で、地目は畑、地積は

２，４１３㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

所在地は、三宝保全から西へ約１．５ｋｍに位置しており、南側は畑、

東側は山林、北側は太陽光発電施設、西側は道路であり、周囲に与える影

響はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数３９６枚、発電容量４９．５

ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、会社の定款、事業計画書、見積書、

残高証明書、地籍図、配置図、平面図、被害防除計画書、被害防除に関す

る誓約書、汚廃水処理確約書積書、転用に関する誓約書、委任状等が添付

されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号３番について、去る９月２１日、事務局立会いの

もと、２番推進委員、私１３番農業委員２名で共同調査をしましたので、

１３番が報告いたします。 

譲受人は、長崎市出島町に居住されている ＳＳさんで、市外住民です。 

譲渡人は、伊佐市大口宮人に居住されている ＨＫさんで、年齢は５７

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており

ます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

申請地は、伊佐市大口宮人字長迫４３６番３２で、地目は畑、地積は１,

６９３㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、北薩病院から南西へ約１ｋｍに位置しており、東西南北全

て畑であり、周囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数３２４枚、発電容量４９．５

ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、見積書、融資証明書、

地籍図、配置図、平面図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚

廃水処理確約書積書、転用に関する誓約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号５番について、去る９月２１日、申請人の代理人 

Ｔ行政書士立会いのもと、１１番農業委員、１２番推進委員、私１０番農

業委員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、長崎市出島町に居住されている ＳＳさんで、市外住民です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＹＭさんで、年齢は７７

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており

ます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１１０番１外１筆で、地目は畑、

地積は合計１，５４６㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地でありま

す。 

所在地は、本城小学校から西へ約７００ｍに位置しており、南側は宅

地、東側は道路を挟んで畑、北側は山林、西側は畑であり、周囲に与える

影響はないと思われます。 

太陽光発電事業でありますが、パネル設置枚数３２０枚、設置容量４

９．５ｋｗを予定しております。 

添付書類として、全部事項証明書、地図等の法定添付書類一式、被害

防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する

誓約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号５番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号５について、去る９月２１日、申請人のＳＩさん

立会いのもと、７番農業委員、１９番推進委員、私４番農業委員の３名で

共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈市山に居住されている ＳＩさんで、年齢は６９

歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈市山に居住されている ＹＭさんで、年齢は８６
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字新町２４１０番２、地目は畑、地積は１，

６３２㎡であります。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は展示場となっており、農地区

分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、ナフコ菱刈店から北東へ約１ｋｍに位置しており、南側は

宅地、東側は畑、北側も畑、西側は雑種地であり、周囲に与える影響はな

いと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、汚廃水処理確約

書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号６番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号６番について、去る９月２１日、申請人の代理人 

Ｍ行政書士立会いのもと、３番推進委員、私８番農業委員の２名で共同調

査をしましたので、８番が報告いたします。 

譲受人は、霧島市隼人町に居住されている ＴＫさんで、市外住民です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＨＫさんで、年齢は７７

歳です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設への取り付け

道路となっており、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字島崎２５０４番５で、地目は畑、地積は１

１１㎡です。 

所在地は、広木建具より東へ約２００ｍに位置しており、東側は宅地、

西側も宅地、南側は市道、北側は宅地であり、周囲に与える影響はないと

思われます。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、字図、資金証明書、事業計

画書、被害防除計画書、転用に関する誓約書、汚廃水処理確約書、委任状

等が添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号７番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号７番について、去る９月２１日、申請人の ＫＳ

さん立会いのもと、７番推進委員、１９番推進委員、私４番農業委員の３

名で共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈前目にある 株式会社Ｋ 代表取締役 ＫＳさん

で一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈前目に居住されている ＴＨさんで、年齢は８２

歳です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は資材置場及び駐車場となって

おり、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字氏迫４４９０番外１筆で、地目は畑、地積

は合計７２９㎡です。 

所在地は、菱刈庁舎から北東へ約５００ｍに位置しており、南側は山

林、東側も山林、北側は道路を挟んで畑、西側は山林で、周囲に与える影

響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書

等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号８番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号８番について、去る９月２１日、申請人の代理人 

Ｔさん立会いのもと、１４番推進委員、私３番農業委員の２名で共同調査

をしましたので、３番が報告いたします。 

譲受人は、鹿児島市上竜尾町に居住されている ＭＴさんで、市外住民

です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＴＴさんで、年齢は６７

歳です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字柴江１２９４番２外１筆で、地目は畑、地

積は合計１，８７８㎡です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設で、農地区分

は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、南九州変電所から西へ約１００ｍに位置し、南側は太陽光発

電施設、東側は道路、北側は太陽光発電施設、西側は山林であり、周囲に

与える影響はないものと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３３６枚、設置容量９０．７２

ｋｗを予定してあります。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、資金証明書、位置図、

配置図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、

汚廃水処理確約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号９番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号９番について、去る９月２１日、申請人の代理人

Ｔ行政書士立会いのもと、１０番農業委員、１２番推進委員、私１１番農

業委員の３名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、東京都千代田区神田多町にある Ｍ㈱ 代表取締役社長 Ｎ

Ｔさんで、一般法人です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

譲渡人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＴＴさんで、年齢は４９

歳です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は業務用資材置場で、農地区分

は第２種農地その他の農地であります。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１３８番３で、地目は畑、地積

は１３５㎡です。 

所在地は、本城小学校から南南西へ約７００ｍに位置しており、南側

は宅地、東側は畑、西側及び北側は太陽光発電施設であり、周囲に与える

影響はないと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、申請書、事業計画書、残高証明書、

位置図、配置図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、会社の全部

事項証明書、定款、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番ついて、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、処分決定いたしました。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数９件について、処分決定９件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「非農地証明願」について提案いたします。 

整理番号１番について、９番農業委員の報告を求めます。 
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９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号１番につきまし

て去る９月２１日、申請人の代理人 ＩＫさん立会いのもと、１５番農業

委員、１５番推進委員、私９番農業委員の３名で共同調査をしましてので、

９番が報告いたします。 

申請人 ＩＭさんは、伊佐市大口青木に居住されています。 

申請地の所在地は、伊佐市大口青木字上ノ墓元２２２１番外１筆で、地

目は畑、地積は合計４５０㎡です。 

周辺の状況は、東側は宅地、西側は宅地、南側は田、北側は宅地となっ

ており、平成１０年４月に自宅を建設した時に、転用の許可を受けず宅地

として利用してしまったとのことでした。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図、字図等が

提出されています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告

を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号２番につきまし

て去る９月２１日、申請人のＨＨさん立会いのもと、１５番農業委員、１

５番推進委員、私９番農業委員の３名で共同調査をしましてので、９番が

報告いたします。 

申請人 ＨＨさんは、伊佐市菱刈川北に居住されています。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

申請地の所在地は、伊佐市菱刈市山字小苗代原２４８７番１、地目は畑、

地積は１０５㎡です。 

周辺の状況は、東側は畑、西側は宅地、南側は市道、北側は宅地となっ

ております。 

相続を受ける前から第３者の住宅通路として利用されていたとのこと

です。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図、字図等が

提出されています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告

を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第６号「非農地証明願」２件申請のうち２件の許可が決定いたしま

した。 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第７号「農地付き空き家・空き店舗バンクによる下限面積」（地番

指定）について、事務局の説明を求めます。 

 

議案第７号「農地付き空き家・空き店舗バンクによる下限面積」（地番

指定）について、事務局より説明いたします。 

整理番号１番の申請人 ＹＫさんは、市外在住の方です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 申請地は伊佐市大口曽木字本屋敷１４９０番１で、曽木小学校より北に

約２００ｍに位置し、地目は田、地積は２２５㎡で、良く管理された農地

であります。 

 添付書類として、全部事項証明書が添付されており、規程により指定農

地として指定しても何ら問題はないと思われます。 

続きまして、整理番号２番の申請人 ＭＫさんは、市外在住の方です。 

 申請地は伊佐市大口山野字里畑４７１７番外１筆で、旧山野中学校より

北に約４００ｍに位置し、地目は田、地積は合計１，５４５㎡で、良く管

理された農地であります。  

 添付書類として、全部事項証明書が添付されており、規程により指定農

地として指定しても何ら問題はないと思われます。 

 委員の皆様方のご審議方よろしくお願いします。 

 

 事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

農地付き空き家・空き店舗バンクによる下限面積（地番指定）について、

決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

 

よって、議案第７号「農地付き空き家・空き店舗バンクによる下限面積」

（地番指定）について、決定いたしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。９月の月例報告をします。 

去る５日、９月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありまして、事務

局職員が出席しております。 

２１日、現地調査を一斉にしております。２７日、本日ですが第６回

農業委員会の総会です。 

１０月の行事予定ですが、５日に１０月の定例常設審議委員会が鹿児島

市であります。２５日が現地調査です。３０日が第７回の農業委員会の総
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議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会です。 

月例報告は以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

来年の３月３１日で農業委員会委員さん及び農地利用最適化推進委員

さんの任期満了に伴い、９月議会において定数削減に伴う条例改正を行う

旨の話を８月総会時にしましたが、そのことにつきまして先週の９月２３

日の最終議会におきまして条例改正が承認されましたので、来年４月から

農業委員会委員さんにつきましては１５名を１３名に、また、農地利用最

適化推進委員さんについきましては２０名を１５名になります。 

そこで広報紙の１０月号で来年３月末での任期満了に伴い、募集公募

について掲載されますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

これで、平成３０年度 第６回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【終了時間  午前１０時２４分】 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長     会  長    

 

伊佐市農業委員     １  番     

                   

伊佐市農業委員     １３ 番    

 


